
 

 会員互助会学習講座  

 

 

 

昨年度、好評につき今年度も開催決定 

今後相続税対策が必要な方、必聴です！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆日  時  令和６年 11 月 15 日（金）午後 1 時 30 分～3 時  

◆講  師 じょうさい経営 尾野悟税理士事務所 尾野 悟氏     

 

◆会  場  名古屋市高齢者就業支援センター ５階 大会議室  

(昭和区御器所通３丁目１２番地の１) 
 

◆定  員  8０名（事前申込必要：先着順） 

◆申  込  令和 6 年 1０月１日（火） 午前 9 時より受付開始 

       ※申込受付開始日より前の申込は無効といたします。 

 

【申込方法】 

電話もしくはメールでお申し込みください。 

アドレス（nagoyagyoumu@sjc.ne.jp）※メールの場合は「相続税節税対策講座」と記入いただき、会員番号・

氏名の記入をお願いします。二次元コードを読み取るとアドレスの入力の必要がありません。 

ぜひご活用ください。また、メール申し込みの方にはメールで返信しますので 

sjc.ne.jp ドメインからのメールを受信できるように設定ください。  

 

申込み・問合せ先：名古屋市シルバー人材センター会員互助会 
 

◆そ の 他  ・会員互助会に入会している方が対象となります。当日は会員証をお持ちください。 

互助会に未加入の方は、当日入会手続きをしますのでお申し込みください。 

 

 

相続税の正しい知識と節税対策を本講座を通

じて学ぶことが出来る機会となっています。 

相続税のしくみや存命中に贈与をする「生前

贈与」、遺言で財産を誰かに遺す「遺贈」など

是非ともご興味がある方はご参加ください。 

  

相続税節税対策講座 

参加費 

無料 

入会特典対象事業 


